
弁
護
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き

１
月
15
日
（
火
）
午
後
１

時
〜
４
時

と
こ
ろ

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市

民
相
談
室

定
員

８
人
（
先
着
順
）

予
約
受
付

１
月
７
日
（
月
）
午

前
８
時
30
分
〜

申
し
込
み
先

ま
ち
づ
く
り
推
進

課
（
q
20
―

３
１
５
８
）

専
任
の
相
談
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

対
象

女
性

相
談
内
容

▽
子
育
て
に
関
す
る

こ
と
▽
法
律
に
関
す
る
こ
と
（
セ

ク
ハ
ラ
・
離
婚
な
ど
法
律
的
な
問

題
）
▽
一
般
（
健
康
・
家
族
・
職

場
や
近
所
で
の
人
間
関
係
な
ど
）

相
談
日

子
育
て
・
一
般
／
毎
月

第
２
土
曜
日
▽
法
律
・
一
般
／
毎

月
第
２
火
曜
日
　
い
ず
れ
も
午
後

１
時
〜
３
時

※
法
律
相
談
は
午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ

福
祉
文
化
会
館

予
約
受
付

月
〜
金
曜
日
・
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
先
着
順
）

申
し
込
み
先

企
画
課
男
女
共
同

参
画
室
（
q
20
―

３
１
６
６
）

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
き

毎
月
20
日
　
午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ

さ
ざ
ん
か
会
館

問
い
合
わ
せ
先

法
務
局
人
権
擁

護
課
（
q
22
―

２
１
９
１
）

専
任
の
相
談
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
き
　
毎
週
土
曜
日
　
午
後
１
時

30
分
〜
４
時

※
12
月
29
日
・
１
日
５
日
は
休
み

ま
す
。

と
こ
ろ
　
さ
わ
や
か
会
館
１
階
相

談
室

問
い
合
わ
せ
先
　
さ
わ
や
か
会
館

（
q
27
―

３
３
３
８
）

行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

と
き

１
月
▽
10
日
（
木
）
と
28

日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

▽
22
日
（
火
）
午
後
１
時
〜
３
時

と
こ
ろ

▽
10
日
／
市
役
所
市
民

相
談
室
▽
22
日
／
さ
ざ
ん
か
会
館

▽
28
日
／
ト
ス
ク
本
店
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

問
い
合
わ
せ
先

鳥
取
行
政
評
価

事
務
所
（
q
24
―

５
５
４
１
）

と
き
　
毎
週
月
・
火
・
木
・
金
曜

日
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
都
合
に
よ
り
休
み
の
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

と
こ
ろ
　
鳥
取
交
通
事
故
相
談
所

（
東
町
・
鳥
取
県
庁
議
会
棟
１
階
）

問
い
合
わ
せ
先
　
同
相
談
所
（
q

26
―

７
１
０
１
）

無
料
行
政
相
談

女
性
な
ん
で
も
相
談

平成14年4月から、
夜間部・定時制・通信
制課程の学生も学生納
付特例制度の対象にな
り、申請すれば学生で
ある間は保険料の支払いが猶予されます。申請し
た期間は年金の受給資格期間（最低25年間必要）
に含まれますが、保険料納付済期間とはみなされ
ません。

また、保険料を納めたくても所得が低く全額納
付が難しい人のために半額免除制度もあります。
申請した期間は受給資格期間に含まれ、保険料納
付済期間の3分の2として計算されます。（全額免
除は3分の1）これにともない、免除承認期間、免
除基準も見直されます。
特例申請・全額・半額免除をしても、給付され
る年金額を増やすためには10年間以内に保険料を
納めることが必要です。申請をしていない場合、
納付可能期間は2年間です。忘れずに申請・納付
することで、より多くの年金を受け取りましょう。

■問い合わせ先　保険年金課（q20―3205）

無
料
交
通
事
故
相
談

無
料
障
害
者
相
談

無
料
法
律
相
談

人
権
困
り
ご
と
相
談

とっとり市報　⑫

現　　　　　行

平 成 1 4 年 度

平成15年度以降

免除承認期間の変更

4月～翌年3月

平成14年4月～平成15年6月

毎年7月～翌年6月


